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第１回高砂市総合計画審議会（全体会） 

議事録（要 旨） 

 

開 催 日 時 平成 21 年５月 29 日（金） 午後２時 00分～午後３時 50分 

開 催 場 所 南庁舎 ５Ｆ 大会議室 

会 長 近藤会長 

出 席 者 

足立委員、稲田委員、柿木委員、白川委員、中野委員、山本委員、坂口委員、

渡邊委員、田端委員、大鳥委員（代理 米澤） 

伊藤委員、北野委員、國分委員、中井委員、松本委員、森本委員、紙谷委員、

砂川委員、近藤委員、玉田委員（代理 松本） 

伊保委員、大上委員、喜始委員、山名委員、米田委員、石原委員、辻委員、 

谷口委員（以上 28 名） 

欠 席 者 赤木委員、髙岡委員（２名） 

議 事 

（１）総合計画の策定方針について 

（２）高砂市総合計画審議会の運営に関する規程について 

（３）部会の設置（委員及び部会長、副部会長の選出） 

（４）高砂市総合計画審議会の公開について 

（５）高砂市総合計画策定に伴う意見募集等について 

その他 

（１）市民・事業所アンケートについて 

（２）まちづくり提案の募集について 

（３）今後のスケジュールについて 

資 料 

１．高砂市総合計画審議会条例          （資料１） 

・高砂市総合計画審議会の運営に関する規程   （資料２） 

・高砂市総合計画審議会の公開について     （資料３） 

・高砂市総合計画策定に伴う意見募集等について （資料４） 

２．高砂市総合計画審議会委員名簿        （資料５） 

３．第４次総合計画策定要領           （資料６） 

４．現行（第３次）総合計画冊子 

その他 

 ・市民・事業所アンケート（案）        （資料７） 

 ・まちづくり提案募集要項（案）        （資料８） 

 ・今後のスケジュール（案）          （資料９） 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

 １１１１．．．．開開開開    会会会会    

     

事務局  ただいまより第１回高砂市総合計画審議会を開催する。高砂市審議会等の

会議の公開に関する指針に基づき、公開としている。また、本日の傍聴希望

者は６名。次第に従い進行する。 

     

 ○資料確認    

     

 ２２２２．．．．あいさつあいさつあいさつあいさつ    

  

市 長 高砂市第４次総合計画を策定するにあたり、高砂市のシンクタンクともい

うべき方々が一堂に会していると理解している。 

総合計画は高砂市のビジョン、グランドデザインである。高砂市が目指す

ものは、第一は市民の幸せを追求すること、また市の発展である。総合計画

は、市、社会基盤、産業、文化、伝統といったまちの構成要素を有機的に結

合させ、活力や魅力を創造していく装置でもある。 

現在の社会情勢は、少子高齢化社会であり、人口減少社会でもあり、非常

に厳しく、課題も大きい。福祉、年金、医療、教育等々、すべての面におい

て影響があるだろう。そういう社会にあって、今後 10 年間がどうあるべき

かが大きな課題である。地球温暖化のなかで、環境問題、防災の問題も大き

い。 

課題はいろいろあるが、まちづくりの主役は市民である。第３次総合計画

でも、「市民がつくる」ということで、主体、主役は市民であると位置付け

ている。市民参加を大事にするという理念は今後も引き継いでいく。 

未来の高砂市をつくるうえで、若い人が生き生きと暮らせるという「若者

の視点」も大事であると考える。そういうなかで、私自身は、健康と環境、

文化がキーワードになるのではないかと思っている。 

10 年先の高砂市の新しいビジョンを市民と共につくっていきたい。委員の

方々には、市としての趣旨を十分にご理解のうえ、忌憚のないご意見をお願

いしたい。 

     

事務局 この審議会の議事は、会長が議長となり進めることとなっているが、初回

のため、会長が決定されるまで事務局で進行する。また、委員委嘱状はお手

元に配布している。 
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 ３３３３．．．．委員紹介委員紹介委員紹介委員紹介    

  

 ４４４４．．．．高砂市総合計画審議会条例高砂市総合計画審議会条例高砂市総合計画審議会条例高砂市総合計画審議会条例についてについてについてについて    

  

事務局 ○審議会条例について説明 

  

 ５５５５．．．．審議会会長審議会会長審議会会長審議会会長、、、、副会長副会長副会長副会長のののの選出選出選出選出    

     

事務局      審議会条例第４条に、審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によっ

てこれを定めるとある。互選によって会長、副会長の選任をお願いする。 

自薦、他薦を問わないので、この場で声かけをいただきたい。 

  

委員  事務局案はないか。 

  

事務局  事務局からの案を提案してもよいか。 

  

一同  異議なし。 

  

事務局  事務局案として、会長に流通科学大学の近藤委員、副会長に兵庫大学の田

端委員、関西福祉大学の谷口委員を選出したい。異議なければ拍手をもって

了承願う。 

  

一同  （拍手） 

  

事務局  ありがとうございます。会長に就任された近藤委員、副会長に就任された

田端委員、谷口委員は前の席にお移りいただきたい。 

 会長、副会長よりあいさつ。 

  

会長 総合計画は、高砂市にとって最上位の計画に位置付けられるものである。

今後の長期的な展望のもとに、高砂市の目指すべき姿を描き、これを実現す

る方策を示すものである。それだけに当会長の重責を担うことは身の引き締

まる思いがする。 

策定にあたり、市民の方々の多様な意見を可能な限り反映していきたい。

ご協力よろしくお願いする。 

  

副会長  副会長として、まず会長、田端副会長を助け、また、委員の皆さま方が意

見を言い合えるように、ある意味裏方に徹してまいりたい。よろしくお願い

いする。 
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副会長  副会長として近藤会長を助け、本当によいと思える総合計画を皆さんと一

緒につくっていきたい。私たちは裏方に徹し、皆さんを主役として、どのよ

うに皆さんの意見を引き出して、取りまとめていくかということが課せられ

た大きな役割かと認識している。よろしくお願いする。 

  

 ６６６６．．．．諮諮諮諮    問問問問    

  

事務局  会長、副会長が選出されたので、諮問書を市長より渡す。今後の議事進行

は会長にお願いする。 

  

 ７７７７．．．．議議議議    題題題題    

   

会長  本日の会議は、出席者 28 名、欠席者２名により、審議会条例第５条第３

項の規定により、過半数の出席があるため、会議が成立していることを報告

する。 

 議事１．総合計画の策定方針について事務局より説明願う。 

  

事務局 ○議事１．総合計画の策定方針について、説明 

   

会長  ただいまの総合計画の策定方針について、意見、質問はあるか。特にない

ようなら、この策定方針に従って作業を進める。 

 次は議事２．高砂市総合計画審議会の運営に関する規程について事務局よ

り説明願う。 

  

事務局 ○議事２．高砂市総合計画審議会の運営に関する規程について、説明 

  

会長  いま事務局の説明に関して、意見、質問はあるか。 

（異議なし） 

異議がないようなので、議事２を承認する。以下、規程に従って運営をお

こなう。 

 ただいま決まった運営規程により、第３条の職務代理について、会長が指

名することになっているので、田端副会長を指名する。 

 議事３．部会の設置。審議会条例第６条に基づく部会の設置について、先

ほど承認された当審議会運営規程に基づく部会を設置したいが、異議はない

か。 

 （異議なし） 

異議がないようなので、部会設置の承認をいただいた。 

第６条第２項に基づき、部会委員の指名に移る。各３つの部会で、それぞ
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れ委員を指名しなければならないが、事務局案があれば紹介いただきたい。 

  

事務局  第４次高砂市総合計画審議会部会委員構成案を提案する。 

  

会長  各部会 10 名ずつとなっている。この原案について異議等あるか。 

 （異議なし） 

異議がないようなので、原案どおりの構成とする。 

 次は各部会で、それぞれ正副の部会長を決めていただく。各部会に分かれ

て部会長、副部会長の選出をしていただく。 

  

  

 （各部会ごとに、部会長、副部会長を選任し、大会議室へもどる。） 

  

  

 全全全全    体体体体    会会会会    

  

会長 事務局より、選出された部会長、副部会長の報告を願う。 

  

事務局 総務部会部会長、白川武夫委員、副部会長、坂口嘉久委員。建設経済部会

部会長、北野美智子委員、副部会長、紙谷豊委員。文教厚生部会部会長、米

田昌司委員、副部会長、石原智秋委員。以上。 

  

会長  選出された６名の方、部会の運営をよろしくお願いする。 

 議事４．高砂市総合計画審議会の公開について事務局から説明願う。 

  

事務局 ○議事４．高砂市総合計画審議会の公開について（案）、説明 

  

会長 本審議会の公開及び傍聴人等に関する規定について、意見、質問等あるか。

特に意見がないようなので、ただいま説明のあった高砂市総合計画審議 

会の公開（案）について承認してよいか。 

  

一同  異議なし。 

  

会長  異議がないようなので今後、この審議会及び部会は、公開の方針に基づき

運営する。 

 議事５．高砂市総合計画策定に伴う意見募集等について事務局より説明。 

  

事務局 ○議題５．高砂市総合計画策定に伴う意見募集等について、説明 
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会長 

 

 

一同 

 

会長 

 

 市民より意見を募集するということは大事なプロセスである。この案につ

いて意見等あるか。 

 

異議なし 

 

特に異議がないようなので、原案の方針で市民の意見募集に努めてほし

い。 

 本日予定されている議事はすべて滞りなく終了した。 

次第８、その他について事務局より報告願う。 

  

 ８８８８．．．．そのそのそのその他他他他    

  

事務局 ○次第８．その他 

      市民・事業所アンケートについて 

      まちづくり提案の募集について 

      今後のスケジュールについて   説明 

  

会長  次回の全体会は７月３日の金曜日に予定されている。市民・事業所アンケ

ートはお持ち帰りいただき、ファクス等で事務局まで意見をいただきたい。 

 これにて次第８．その他の説明は終了した。意見、質問があれば発言いた

だきたい。実質の議論は部会にておこなわれ、全体会は部会で出た意見のす

り合わせ、調整になるかと思われる。 

  

事務局  アンケートへの意見をお寄せいただきたいが、意見の反映については時間

的なこともあり、会長に一任願いたい。 

  

会長  副会長と相談し、反映していきたい。 

 

 

 委員の方でご意見等ないか。 

委員  今回、部会長に任命されたので、一所懸命、真剣に取り組みたいと思って

いる。計画は立てたが予算がなければ、絵に描いた餅になってしまうので、

まずは市の財政状況について聞きたい。まず予算を把握して、枠づくりをす

べきであると考える。 

  

副市長  市では５年間の中期財政計画をつくっているが、それも非常に厳しい内容

である。そういったものも示しながら各委員の方々に議論をしていただきた

いと考えている。 
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委員  赤字を解消しつつ、市としては発展的なかたちを求めていくと解釈してよ

いか。 

  

副市長  赤字を改善し、なおかつ新事業につぎ込める状況をつくりたいと考えてい

る。 

  

委員  できる限り現状を私たちが知りうるような資料をいただきたい。 

  

 ９９９９．．．．閉閉閉閉    会会会会    

  

会長  財政的制約も視野に入れながら、夢も持ちながらやっていきたい。 

 副市長より閉会のあいさつをいただく。 

  

副市長  本日の審議会において、この審議会の運営規程が決定されたので、次回か

らは具体的な提案、計画内容について審議いただくことになる。 

 昨今の経済状況、行政を取り巻く環境は非常に厳しいものがある。また、

地方分権の流れも、ますます加速すると予測される。こういう時期だからこ

そ、市の力量が問われていると考えている。今後、総合計画策定にあたって

は、事務局は当然、市、組織全体で対応してまいりたいと考えています。近

藤会長さまをはじめ、委員の皆さまには、一層の協力をお願いする。 

  

会長  これにて散会する。 

  

 （終了） 

  

  

  

 


